
女性の活躍、男女共同参画センター“ひらく”について
Q6

小平元気村おがわ東にある男女共同参画センター “ひらく” が、小川駅西口の再開発ビルに入る計画です。
現在ある専用の部屋もなくなり、小平市男女共同参画推進条例文作成の時に、市民が要望した「苦情処理」等の専門
職員を配置することが、いっそう難しくなっています。

雑誌コーナーとカフェを一体化し、、雑
誌を読みながら過ごすことができるカ
フェとした。

児童書架､おはなし室が隣接することで
一体的に利用可能とする。

ティーンズの居場所を奥まった場に設けた。事務
室から見通しが利くように管理面にも配慮した。

一部、ガラス壁で区画された静かな閲覧室を設けた。

吹抜けを設けることにより、各階に連続性を持たせ、視覚的なつながり
をつくり、相互利用を促進する。

フリースペースをまとめて配置するこ
とで、イベント時の客席としても利用
可能とした。

東側に管理諸室を設け、スペースを有
効的に活用する。

音の配慮が必要な防音スタジオは図書
館等とは離した位置に配置した。

４階事務室からの動線に配
慮して管理用の階段から近
い位置にカウンターを配置
した。

見通しが良く気軽に利用しやすいカ
フェとギャラリーを入口に設けること
で、エントランス空間として設える。

幼児用トイレをキッズスペース利用者
以外の人も利用しやすい配置とする。

イベント時に書架を通過せ
ずに多目的室にアクセスで
きるように、開架書架と多
目的室の間に通路、共用
ホールからの出入口（通常
は施錠）を設けた。

調理室からのにおい・音の漏れに考慮して、調理室の出入
口を一般書架から離した位置に設けた。

吹抜け周囲に閲覧席を設け、スペースを有効活用する。

ギャラリーは利用時間外に施錠管理が
できるように周囲に格子シャッター等
を設ける。

※机・書架・ピアノ等の備品については、イメージとして記載しているもので確定しているものではありません。
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小川駅西口地区市街地再開発事業公共床の整備　基本設計レイアウト ( 案 )

小平市HPより　https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/082/082826.html

わたしたちのまちのつくり方  問い合わせ先：神尾 直志
電話：080-5071-0255　E-mail：kamihoo2011@gmail.com

「わたしたちのまちのつくり方」で検索してください。
http://watashimachi.main.jp

期日前投票も可能です。 3 月29日（月）～4 月3日（土） 8:30～20:00 健康センター 4階
   3 月31日（水）～4 月2日（金） 8:30～20:00   4 月3日（土） 8:30～17:00 東部市民センター
   3 月31日（水）～4 月2日（金） 8:30～20:00 西部市民センター

4月4日（日） 小平市長選に行こう！ 
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Q6小平の明日を選ぼう！ 立候補予定者 公開アンケート結果の発表！

■小林洋子 ■磯山りょう
男女共同参画とは言うが、昨今は LGBT
への配慮は不可欠である。医学的にも性
別の認識の不一致は当事者には責任はな
いにもかかわらず不便な生活を強いられ
ており、生きづらさは精神疾患の発症要因にもなってい
る。このことに配慮した戸籍制度作りやプライバシ―配
慮をした相談窓口を用意したいです。
また、子供への家庭内暴力は印象として父親側、男性側
の問題でしたが、近年では精神的虐待を中心に母親から
の、女性からの虐待の比率が高まり、未成年への一般的
なものから、成人後も子を縛る虐待がふえ、結果として
精神を病むケースは少なくありません。女性加害の虐待
相談窓口も作りたいです。何より、女性が市長になるこ
とが、男女共同参画の第一歩と考えます。

相談窓口の整備については、行政として
不断の努力が求められます。 相談された
事案が、法の未整備をはじめとする立法・
行政の課題なのか、 それとも 当事者をは
じめとする社会の無関心や無理解によるものなのかを
丁重に見極め、相談にこられた方が、相談したことに
よる二次的な被害・ストレスにさらされないように配
慮をして参ります。性についての価値観も多様化して
いる今日、『男だから…、女だから…』という男女とい
う括りの二元論では 対応できない時代を迎えているこ
とを認識しています。行政も、時代の変化に対してス
ピーディーに対応できるよう研修の機会等を通じて職
員への教育・指導を行い、 市民に寄り添った対応をして
参ります。

期日前投票も可能です。 3 月29日（月）～4 月3日（土） 8:30～20:00 健康センター 4階
   3 月31日（水）～4 月2日（金） 8:30～20:00   4 月3日（土） 8:30～17:00 東部市民センター
   3 月31日（水）～4 月2日（金） 8:30～20:00 西部市民センター

4月4日（日） 小平市長選に行こう！ 

男女共同参画センターは、男女共同参画社会基本法 (※１)（1999 年 6 月 23 日日法律第 78 号）に基づき設置されて
います。この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現す
ることが目的です。住民のニーズの多様化に伴い、国は、これらを受ける第 1 次的な総合相談の窓口として、女性セ
ンター・男女共同 参画センター等の相談事業の役割（※２）を非常に重要視しています。

※１　「男女共同参画社会」とは男女共同参画社会基本法の第 2 条定義に「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意
思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び
文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」とされています。
※２　相談事業の役割：男女共同参画は、憲法 14 条に基づく、基本的人権の尊重が根底にあります。単なる市民サービス
を行う職員を配置することではなくて、男女共同参画の視点または課題（問題）に対応できるスキルを持ち合わせている（研
修を受けている）職員をおくことが求められます。
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